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玄海原子力発電所第４号機第７回定期安全管理審査の審査及び評定の結果 

の通知について 

 

 平成２３年１１月２４日付け原発本第２２０号（平成２４年４月３日付け原発本第１

０号、平成２５年５月１４日付け発本原第２８号、平成２６年５月１４日付け発本原第

２９号、平成２８年３月２日付け発本原第２８５号、平成２８年４月２０日付け発本原

第１１号、平成２９年４月２０日付け原発本第８号、平成２９年５月１１日付け原発本

第３８号、平成２９年８月２８日付け原発本第８０号、平成２９年１０月１３日付け原

発本第１８２号及び平成３０年７月６日付け原発本第１２９号をもって申請の内容を

変更する届出）をもって申請があった定期安全管理審査について、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第４３条の３の１６

第６項において準用する同法第４３条の３の１３第６項の規定に基づき、下記のとおり

通知します。 

 

記 

 

１．審査を実施した定期事業者検査の範囲 

玄海原子力発電所第４号機第１１保全サイクルにおける定期事業者検査 

 

２．審査の結果 

別紙のとおり 

 

３．評定の結果 

当該審査を受けた組織の品質マネジメントシステムは機能しており、定期事業者検査

はおおむね自律的かつ適切な実施体制で実施されている。 


